
提 供 日 2026/05/29

タイトル 静岡県労働委員会第 47 期委員の任命

担 当 経済産業部就業支援局産業人材課

連 絡 先 労働政策班

TEL 054－221－2817

（要旨）
静岡県労働委員会第 46 期委員の任期満了に伴い、労働組合法の規定に基づき、第 47 期委

員（任期：令和８年６月１日から令和 10年５月 31 日）を任命します。

１ 第 47 期委員

２ 第 46 期で退任する委員

３ 第 46 期退任委員感謝状贈呈式及び第 47 期委員辞令交付式
令和８年６月１日（月） 午後３時 45 分～午後４時 15 分 県庁東館５階 特別会議室
（定刻から感謝状贈呈式を開式し、終了次第、辞令交付式を実施する）

区 分 氏 名 現 職 備 考

公

益

委

員

宮田 逸江
み や た い つ え

弁護士 再 任

縣 郁太郎
あがた いくたろう

弁護士 再 任

本庄 淳志
ほんじょう あ つ し

国立大学法人静岡大学人文社会科学部教授 再 任

白井 正人
し ら い ま さ と

弁護士 再 任

坂本 真樹
さかもと ま き

国立大学法人静岡大学人文社会科学部准教授 新 任

労

働

者

委

員

髙橋 真澄
たかはし ま す み

トクラス労働組合執行委員長 再 任

角山 雅典
かくやま まさのり

連合静岡会長 再 任

河野 由香里
こ う の ゆ か り

全矢崎労働組合中央副執行委員長 再 任

杉本 敏彦
すぎもと としひこ

電機連合静岡地方協議会事務局長 新 任

西山 貴志
にしやま た か し

トヨタバッテリー労働組合執行委員長 新 任

使

用

者

委

員

髙井 正人
た か い ま さ と

元ヤマハ株式会社執行役員人事・総務本部長 再 任

山﨑 伊佐子
やまざき い さ こ

フジ物産株式会社代表取締役社長 再 任

天野 崇志
あ ま の た か し

元一般財団法人静岡県銀行協会専務理事事務局長 再 任

今福 英喜
いまふく ひ で き

元一般社団法人静岡県経営者協会労働政策部長 新 任

内田 久美子
う ち だ く み こ

株式会社ヒノデ取締役 新 任

氏 名 現 職

笹原 恵
ささはら めぐみ

国立大学法人静岡大学学術院情報学領域教授

菅 勝幸
すが まさゆき

元ＵＡゼンセン静岡県支部支部長

齋藤 裕光
さいとう ひろみつ

ヤマハ発動機労働組合副中央執行委員長

秋山 辰巳
あきやま た つ み

元一般社団法人静岡県経営者協会専務理事

松下 惠美子
まつした え み こ

三協紙業株式会社代表取締役社長

静岡県労働委員会 第 47 期 委員の任命



労 働 委 員 会 に つ い て

１ 労働委員会の役割

労働委員会は、労働組合法により国と都道府県に設けられた労使紛争を解決するための専

門的な行政機関（行政委員会）である。

正常な労使関係の早期回復を助けることにより、産業経済の発展を図るとともに、憲法に

保障する労働者の団結権、団体交渉権等を具体的に保障する。

２ 性格

（1）独立性を有する行政委員会（政府や知事から指揮命令を受けない）

（2）合議制の行政機関（公益、労働者、使用者の代表からなる三者構成）

…本県は各５名、計 15 名

（3）準司法的行政機関（不当労働行為救済事件の審査）

３ 機能

（1）審査機能：不当労働行為の審査・判定

（2）調整機能：ア 労働争議のあっせん・調停・仲裁

あっせん…あっせん員による

調 停…公労使の三者からなる調停委員会による

仲 裁…公益委員だけで構成される仲裁委員会による

イ 個別労働関係紛争のあっせん

４ 静岡県労働委員会委員の任期、身分

(1)任期 ２年（第 47 期は令和８年６月 1日から令和 10年５月 31 日まで）

(2)身分 特別職の非常勤の地方公務員

(3)取扱事件数

① 不当労働行為の審査

② 労働争議の調整（あっせん）

③ 個別労働関係紛争のあっせん

年度 前年度繰越 新規 終結 翌年度繰越

５ ０ ２ １ １

６ １ ２ １ ２

７ ２ ０ ２ ０

年度 前年度繰越 新規 終結 翌年度繰越

５ ２ １ ２ １

６ １ ５ ５ １

７ １ ６ ６ １

年度 前年度繰越 申請
終結

翌年度繰越
解決 打切り 取下げ 不開始

５ ６ １２ ８ １０ ０ ０ ０

６ ０ １６ ６ ７ ０ ０ ３

７ ３ １３ ６ ７ ０ ０ ３


